日本の地名等の中国における商標出願・登録への対応について
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中国において我が国の地名や地域ブランドが第三者によって出願登録される事例が相次いでおり、これによって現地でのビジネス展開に影響を与える可能性も懸念されております。こうした問題への早急な対処を促進すべく、日本貿易振興機構北京代表処では、これまで中国における商標制度の紹介や手続き等について情報提供を行うとともに、個別相談への対応等を行ってまいりました。

この度、当代表処では、我が国の関係者による早期の対応に資するよう、中国における商標の冒認出願への対応方法等について、中国の商標制度や手続き等に関する詳細なマニュアルを作成するとともに、個別の相談に対応するための相談窓口を設置いたしましたので、以下ご案内させていただきます。

１．「中国商標権冒認出願対策マニュアル」等の作成

当代表処では、特許庁からの受託により、中国における商標の出願・登録や、冒認出願状況の監視、法的対抗措置等について、「商標検索マニュアル」、「冒認出願対策リーフレット」、「中国商標権冒認出願対策マニュアル」を作成し、全国の自治体等関係機関に提供致します。また、本日、当代表処ウェブサイトで公表致します。

①中国で既に行われた商標の出願・登録状況についての調査方法をまとめた「商標検索マニュアル」。

→本マニュアルは、中国商標局のホームページのアクセス方法、商標の検索方法などについて、具体的事例を含めわかりやすく図示したもので、これを活用すれば、事業展開を行うに先立って、他者の商標出願の状況を監視することが可能となる。

②都道府県名・地域団体商標の冒認出願（第三者による商標権の抜け駆け出願）に対する法的な対応策を判りやすくまとめた「冒認出願対策リーフレット」。

→本リーフレットは、商標登録や登録取消請求等の手続の概要をわかりやすく解説するもので、第三者による抜け駆けの出願・登録に対する迅速な対応が可能。

また、冒認出願への対策としては自らの商標を早期に出願することが重要であるが、その際、地名の文字のみからなる商標を出願することは、各国法制上、登録拒絶や取消となるリスクや、登録されたとしても適切に権利行使ができないといったリスクがあることから、地名と図形を組み合わせたロゴマーク等識別力の高い商標として出願することが望ましい。
③法的対応・手続等の詳細について解説した「中国商標権冒認出願対策マニュアル」

→本マニュアルは、企業や自治体の法務部門向けに最近の冒認出願の実例に鑑み、事前・事後にとり得る対策及び手続の流れ、実際に日本企業が第三者から商標を取り戻した事例等を紹介したものである。
２．中国における冒認出願・登録への対応に関する相談窓口の設置

ジェトロでは、特許庁からの受託により、海外における知的財産権の取得や模倣品・海賊版対策等について、企業等からの個別相談を行っております。この度、６月９日より中国において我が国の地名が第三者により商標出願・登録されている事案について、中国での商標制度の解釈や、出願・審判・訴訟等の手続きについて、現地法の専門家による特別の相談窓口を設置し、電話・メールによる個別の御相談に対応いたします。

ジェトロ北京代表処　「冒認商標問題相談窓口」

　　　　　　　　　　担当：谷山、秋葉

連絡先：+86-10-6528-2781
メールアドレス：post@jetro-pkip.org
（参考）

第三者による冒認出願・登録への対応について

　我が国の地名等が海外で第三者により出願される、いわゆる「冒認出願・登録」のケースにおいては、本来の地域ブランドを有する企業等が当該国で事業展開を図る際、そのブランドの使用に制限が課せられる可能性があります。こうした問題を防ぐためには、まずは事業展開の可能性のある国における早期の商標出願による権利確保が不可欠です。

なお、地名の文字のみからなる商標を出願することは、中国法制上、登録拒絶や取消となるリスクや、登録されたとしても適切に権利行使ができないといったリスクがあることから、地名と図形を組み合わせたロゴマーク等識別力の高い商標を作成して出願することが望ましいといえます。

また、先に出願されてしまった場合は、登録前後に商標の取消を請求することも可能です。

中国商標法では、中国国内の需要者（消費者や事業者等）の間でよく知られた外国地名については商標登録が拒絶され、また商標登録に先立ち、権利者等利害関係を有する者は公告の日から３か月以内に登録異議申立を商標局に対して行うことができることと規定されております。同じく中国商標法では、中国国内の需要者（消費者や事業者等）の間でよく知られた周知・著名である商標は保護される旨の規定が設けられており、我が国の地域団体商標がこれに該当する場合には、商標登録が拒絶されることとなります。

○中国商標法１０条２項

公衆によく知られた外国地名は、商標とすることができない。

○中国商標法１３条１項

　同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。 

一方、商標として登録された外国地名が、上述の拒絶理由に該当する場合には、登録後であっても無効審判の手続きにより登録無効とすることが可能ですし、商標としてではなく単に産地や販売地を示す名称として地名を表示する場合には、当該地名の商標権が及ばないとする、商標権行使の制限規定も設けられています。 

（別　紙）

　中国での我が国の地名の商標出願・登録の状況については、中国商標局のウェブサイトで検索できます。当代表処で実際に検索したところ、以下の出願・登録が確認されました。

（１）我が国の都道府県名及び政令指定都市名とほぼ同一とみられる商標については、47都道府県名のうち27の名称で、また政令指定都市では3つの名称で、日本の都道府県名及び政令指定都市名等とほぼ同一の商標出願
が確認されました。また、このうち既に登録済みとなっているものは、20の都道府県及び1つの政令指定都市でした。

＜出願されている都道府県名（下線は未登録のもの）＞

青森、秋田、福島、長野、静岡、群馬、千葉、愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井、京都、奈良、和歌山、広島、山口、香川、高知、徳島、愛媛、福岡、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島
＜出願されている政令都市名（下線は未登録のもの）＞

川崎、名古屋、横浜
（２）また、日本で2007年10月30日現在登録されていた地域団体商標（315件）のうち、ほぼ同一の商標
は下記の2件でした。

・九谷焼

中国企業の出願、登録済み（2001年9月出願。2003年1月登録）

・美濃焼

中国企業の出願、登録済み（2004年6月出願。2007年4月登録）

　このほか、日本の権利者等が関与し出願された案件は下記の２件でした。

・本場奄美大島紬

日本の地域団体商標の権利者である本場奄美大島紬協同組合からの出願（1989年11月出願。2000年11月登録）

・松阪牛及び松阪肉

松阪市の依頼により同市内の中国進出企業により出願、未登録（2006年5月出願）

（注）なお、これらの出願については、中国籍の者に加え、日本国籍ほか他国の国籍の者からの出願も含まれています。また、これら出願者と各地域との関係について詳細は不明です。出願人が中国籍である場合にも日本国内の利害関係者が依頼して出願を行う例もあること等からすれば、国籍により冒認出願か否か画一的に判断することは困難であり、個別の事案に応じて利害関係人が自ら進んで調査を行った上で必要な対策を行うことが重要です。

問い合わせ先：　ジェトロ北京代表処　谷山、秋葉　+86-10-6528-2781

http://www.jetro-pkip.org/index.html
� 都道府県の漢字名称だけで構成される文字商標（図形を用いた商標は除外）で、ピンイン・平仮名の読みを付記しているものを含む。なお、過去に出願されたが、既に登録無効となっている出願は含まない。


� 地域団体商標の漢字名称で構成される文字商標（図形を用いた商標は除外）で、ピンイン・平仮名の読みを付記しているものを含みます。
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